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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、コンプライアンス体制を構築し、公正、透明な企業活動を推進することが企業価値を増大させ継続的な事業の発展を可能とする
と考え、コーポレート・ガバナンスを重要事項として認識しております。

また、スピーディな意思決定、適切な情報開示を通して経営の透明性と健全性の確保に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由は、次のとおりです。

【原則１－２．株主総会における権利行使】

（補充原則１－２－４）

　当社の海外投資家の持株比率は低いことから、議決権電子行使プラットフォームや英訳については、必要に応じて検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、取引先との関係構築、維持、強化等を総合的に勘案のうえ、他社の株式を保有することがあります。また、取締役会において、毎年、政
策保有株式の保有目的、投資規模、保有に伴うメリット、資本コスト等の観点から保有の合理性を検証しております。検証の結果、保有の合理性
がないと判断した場合は、縮減または保有の解消を行います。

　なお、議決権行使については、当社グループへの利益に資すること等につき検討を行ったうえで、賛否を総合的に判断します。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、取締役が当社との間で利益相反となる一定の条件に該当する取引を行う場合には、取締役会の承認が必要である旨を取締役会規則
で定めており、会社法に基づき、適切に監督しております。なお、支配株主等との取引については、本報告書の「Ｉ．４．支配株主との取引等を行う
際における少数株主の保護の方策に関する指針」および当社ホームページに掲載しております「支配株主等に関する事項について」に開示してい
ますのでご参照ください。

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

（補充原則２－４①）

　当社は、Avioグループ企業行動憲章において、「従業員の尊重」として「従業員一人ひとりの個性を尊重するとともに、能力を十分に発揮し、情熱
をもって働ける環境の整備」を掲げており、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性
を認識しております。具体的には、経営戦略に合致した「主体的かつ自律的」人財を育成するため、スキルマップを作成（スキルを可視化）、その力
量評価に基づいた基礎スキル教育、専門スキル教育や後継者育成計画を実施します。同時にウェルビーイング（働きがい）に向けた取り組みを推
進し、従業員のエンゲージメントを向上させてまいります。

　当社は、従来から、従業員の女性比率が15％程度と高くないことから、まずは新卒採用における女性比率の目標を20％と設定し、新卒採用活動
を展開しております。過去3年の新卒入社に占める女性比率は、21％と目標水準となっておりますが、引き続き安定的な目標達成に向けた採用活
動に努めてまいります。その他、女性活躍に向けた取り組みとして、女性管理職を促進する施策に取り組んでおります。

　なお、外国人・中途採用者の管理職への登用等については、実績がありますが、防衛事業もあることから、各事業の戦略に応じて、適時適切な
採用活動を継続し、引き続き、従業員の多様性確保に努めてまいります。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、確定給付企業年金に関するガイドラインを定め、財務に関する専門知識を有する人材を年金資産の運用責任者として選任しておりま
す。運用方針については、必要に応じて開催する年金事務局会議等での議論を経て、決定しております。実際の運用については、運用方針に基
づいて信託銀行等に委託し、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

　(1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページに掲載しております。

　　　経営理念　https://www.avio.co.jp/company/about/vision/

　　　経営戦略、経営計画　https://www.avio.co.jp/company/ir/

　(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　上記「I．1．基本的な考え方」に記載しております。

　(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　下記「II．1．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載しております。



　(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　（方針）

　　　取締役候補者の指名にあたっては、①経営をリードするために必要なスキル・経験を兼ね備え、②当社の事業発展に貢献できる人材である

　　　ことおよび③高い品格と倫理観を有していることを基本方針とします。

　　　経営陣幹部（業務執行取締役）の選任に係る基本方針も、取締役の指名に係る基本方針と同様です。

　　　監査役候補者の指名にあたっては、①監査役として必要なスキル・経験を兼ね備え、②当社の事業発展に貢献できる人材であることおよび

　　　③高い品格と倫理観を有していることを基本方針とします。

　　（手続き）

　　　取締役候補者については、独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会で決定します。

　　　監査役候補者については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定しております。

　　　経営陣幹部の選任および解任については、原則として、独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締

　　　役会にて決議します。

　(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　取締役・監査役候補者の選任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類および本報告書の「II　経営上の意思決定、

　　執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項　

　　【取締役関係】および【監査役関係】」に開示していますので、ご参照ください。

　　

（補充原則３－１③）

　当社グループは「独自のエレクトロニクス技術とシステム技術により、お客様のために新しい価値を創造し、安全で豊かな社会の実現に貢献しま
す」を“経営理念”として掲げ、“Ａｖｉｏグループ企業行動憲章”で環境への配慮、社会との調和、人権の尊重等を規定し、行動規範・行動指針に落
とし込んだ上で事業活動を行っております。

　サステナビリティ（ＳＤＧｓ）に関連する課題については、事業活動の持続的発展と中長期的な企業価値向上のために重要な取り組みと認識し、2
021年12月にサステナビリティ方針（※）を定めており、積極的に課題の解決に向け取り組んでまいります。

　※サステナビリティ方針

　『日本アビオニクスはサステナビリティを経営の最重要課題のひとつとして認識し、企業活動の全域で一人ひとりがサステナビリティに配慮して行
動し、豊かで持続可能な社会の実現に貢献すると共に、全てのステークホルダーに愛される企業となることを目指します。』

　気候変動の社会の潮流は、部品や材質が変化し、ものつくりの現場に変化を与えるなど、当社グループのソリューションを生かす機会が増えて
いると認識しております。特に接合機器事業においては、社会の環境負荷低減を目指した、お客様の製品づくりに価値を提供するため、省電力接
合方法の提案や、伸長するＥＶ車市場に向けた軽量化素材の接合、異種材接合など様々な社会課題解決のためのソリューションを提供しており
ます。　また、センシングソリューション事業においては、設備の異常発熱や温度上昇の予兆を検知し、お客様の工場等の重大事故を未然に防ぐ
ソリューションの提供や、インフラ設備や建物を継続使用するためのメンテナンスに役立つソリューションを提供し、安全・安心で持続可能な社会に
貢献しております。さらに、ヘルスケア分野にも取り組み、健康で安心な社会の実現にも貢献してまいります。

　今後もサステナビリティへの対応を強化するため、サステナビリティ委員会活動を促進し、マテリアリティの特定、指標の決定に向けた準備を進
めてまいります。当社は、従来から、Avioグループ行動規範として、サステナビリティに関する内容を含めた従業員への日常業務を遂行するため
の規範を定めております。

　当社グループのビジネスの方向性については中期経営計画を取締役会において、経営理念に沿った経営方針に合致しているビジネスである
か、社会課題の解決に寄与する事業を推進しているか等、継続して議論しており、社外取締役との議論、監査役との意見交換を反映した計画に
なっております。今後、取締役会での議論を深め、サステナビリティ委員会の活動を促進してまいります。

　短期・中長期の気候関連の潮流についてのリスクと機会に関しては、当社のビジネスが貢献できる領域が広がる機会と捉えており、引き続き、
安全安心で豊かな社会実現のため、当社グループのビジネスを積極推進する方針です。さらに、一歩進めて、事業の方向性をより明確にＳＤＧｓ
に向かうよう計画を策定いたします。

　当社グループは、環境負荷の低い製品・サービスの提供や、社会の維持・継続に役立つソリューションを提供する一方で、自社工場のＣＯ２排出
量や使用する電力量等、削減に向けた取り組みを実施しており、環境CSRレポートに開示しております。具体的な指標、目標につきましては、マテ
リアリティ特定後に改めて設定し、気候変動対策に貢献してまいります。

　※環境CSRレポート掲載URL：https://www.avio.co.jp/company/about/environment/

　人的資本については、補充原則２－４①に記載のとおりであります。

　知的財産については、Avioグループ企業行動憲章において、「特徴ある高度技術を追求し、積極的に新製品、新事業の開発を行い、豊かな未来
に貢献」を掲げております。具体的には、知的財産担当者を設置し、知的財産権の取得・維持・活用に努めております。また、市場動向を踏まえた
研究開発活動を行っております。

　中期経営計画については、決算説明会資料等に記載しております。

　※決算説明会資料　https://www.avio.co.jp/company/ir/event/presentation.html

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】

（補充原則４－１①）

　取締役会は、業務執行に関する一定の権限を執行役員に委譲しておりますが、法令および定款に定めるもののほか、資産規模等に照らして当
社にとって重要な業務執行に関する事項は取締役会に付議するものとして、取締役会規則に定めています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を２名選任しています。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

（補充原則４－１１①）

　取締役会は、経営の基本方針の決定をはじめとする会社の業務執行に関する重要な意思決定とその監督に関する責務を果たすため、広範な
知見を得る観点から、取締役の職務経歴、専門分野および性別等の多様性を考慮した構成としています。現在、取締役会は、企業経営、財務・会
計、法務、技術・製造に関する経験や知見の保有者で構成されており、それぞれの経験や知見の保有者は複数名おります。スキル・マトリックスに
ついては、株主総会における取締役選任議案または監査役選任議案の参考情報として開示しております。

　なお、取締役会の員数は、定款にて10名以内と定めております。

（補充原則４－１１②）

　取締役および監査役（候補者を含む）の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類および事業報告にて開示
しております。

（補充原則４－１１③）

　当社は、取締役会の実効性について、取締役会において評価・検証を行い、その結果の概要を開示いたします。2022年度の取締役会実効性の
評価にあたっては、すべての取締役および監査役に対してアンケートを実施し、その結果を踏まえ、取締役会において評価・検証を行いました。そ



の結果、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。

　今後につきましては、アンケートの実施、独立役員からの意見、評価結果等受けて、より一層の実効性の確保に取り組んでまいります。

【原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング】

（補充原則４－１４②）

　当社は、取締役および監査役に対し、必要に応じて、役員の役割と責務（法的責任を含む。）に関する研修、事業所見学等を通して当社グルー
プの事業内容についての理解を深める機会を提供しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　株主との対話（面談）は、経営企画部門および経理部門を中心に活動しており、主要な株主には、代表取締役執行役員社長またはチーフ・フィナ
ンシャル・オフィサー（CFO）も面談を実施することとしています。対話にあたっては、関係部門が適宜連携して事前調整等を行うなどの対応を行っ
ております。

　また、かかる面談には、経営企画部門または経理部門の担当者が必ず同席しており、経営企画部門または経理部門が行う面談は、原則として
複数名の担当者が対応することで、相互牽制による開示内容の統制をはかり、インサイダー情報の管理徹底に努めています。また、定時株主総
会を通じて株主との対話を実施しています。CFOは、株主との対話によって得られた意見を取締役会等で報告します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

NAJホールディングス株式会社 1,776,262 55.74

ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 61,701 1.94

楽天証券株式会社 43,500 1.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 40,400 1.27

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） 36,300 1.14

マザ ススム 34,000 1.07

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５１０３９９ 33,500 1.05

ＣＡＣＥＩＳ ＢＡＮＫ／ＱＵＩＮＴＥＴ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＳＵＢ ＡＣ ／ ＵＣＩＴＳ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ ＡＣＣＯ

ＵＮＴ
32,800 1.03

バンク　オブ　ニユーヨーク　ジーシーエム　クライアント　アカウント　ジエイピーアールデイ　アイ
エスジー　エフイー－エイシー

30,633 0.96

株式会社ＳＢＩ証券 30,152 0.95

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 NAJホールディングス株式会社　（非上場）

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

現在または将来においても、支配株主との取引の予定はありませんが、もし支配株主との間で取引が発生する場合は、少数株主の利益を損なう
ことのないよう、一般的な取引と同様に取引の合理性を判断し、取引内容および条件の妥当性を十分確認の上、必要に応じ取締役会で取引実行
の是非を決定する等、適正に対応してまいります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社であるNAJホールディングス株式会社は、当社の議決権の55.74％を所有しております。

取締役会においては充分に議論を尽くしたうえで当社独自の経営判断に基づき業務執行の意思決定を行っており、独立性は充分確保されている
と考えております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

呉　文精 他の会社の出身者

加藤　精彦 他の会社の出身者

海野　忍 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

呉　文精 　 －
国際的な大企業の経営者として培った経験や
知見を当社経営に反映していただくため、社外
取締役として選任しております。

加藤　精彦 ○ －

電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営
者として培った経験や知見を当社経営に反映
していただくため、社外取締役として選任してお
ります。なお、当社との間に特別な利害関係が
ないことから一般株主と利益相反の生じるおそ
れがなく、独立性を有していると判断し、独立役
員として指名しております。

海野　忍 ○ －

国内最大の通信企業グループの経営者として
長年培った経験や知見を当社経営に反映して
いただくため、社外取締役として選任しておりま
す。なお、当社との間に特別な利害関係がない
ことから一般株主と利益相反の生じるおそれが
なく、独立性を有していると判断し、独立役員と
して指名しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 0 2 0 1
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 0 2 0 1
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役の選任および取締役の報酬等の透明性の向上のため、独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会を設置し、取締
役の候補者等について審議し、その結果を取締役会に答申しております。議長については、委員の互選により定めることとしており、社外取締役
を選任しております。なお、上記表中「その他」の１名は、非業務執行取締役であります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、随時監査部から内部監査結果の報告を受けるとともに、監査計画の擦り合わせ、その他情報の共有を行い、効率的な監査および監査
品質の向上に努めております。また、監査役は、会計監査人から監査計画ならびに期中および期末の監査結果報告を受けるとともに、適宜意見
交換を行い連携の強化に努めております。監査部は、監査役会および会計監査人との月例会等により定期的な情報共有に努め、連携しての監
査活動を行っています。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

篠田　亨 他の会社の出身者

青山　薫 弁護士

木邨　系紀 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

篠田　亨 　 －

大手電機メーカーにおいて長年企業法務を経
験しており、その豊富な経験と企業法務に関す
る知識が当社の監査体制に有益であると判断
し、社外監査役として選任しております。

青山　薫 ○ －

弁護士としての法律に関する専門知識や企業
法務に関する知見が当社の監査体制に有益で
あると判断し、社外監査役として選任しておりま
す。また、当社との間に特別な利害関係がない
ことから一般株主と利益相反の生じるおそれが
なく、独立性を有していると判断し、独立役員と
して指名しております。

木邨　系紀 　 －

大手金融機関における経験や日本産業パート
ナーズ㈱で経理責任者を務めるなど経理・財
務に関する豊富な経験と知識が当社の監査体
制に有益であると判断し、社外監査役として選
任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

取締役に対して、中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共
有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書および事業報告において、社内取締役および社外取締役の別に各々の総額を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

業務執行取締役の報酬は、一定の水準での月額報酬（給与）および業績連動報酬（賞与）を支払っております。非業務執行取締役および監査役
の報酬は、一定の水準での月額報酬（給与）を支払っております。さらに、取締役に対しては、各取締役の役位および職責に応じて、譲渡制限付
株式報酬を付与しております。

業務執行取締役の業績連動報酬（賞与）については、当期の会社業績との連動性を確保するとともに、成果・貢献度を総合的に勘案して決定して
おります。会社業績との連動性については、当期の受注、売上、営業損益等の指標とそれらの伸長率などをベースとした指標を選定し、透明性を
確保しております。

これらの取締役の報酬等のうち、月額報酬（給与）および業績連動報酬（賞与）の算定方法については、独立社外取締役を委員の過半数および委
員長とする当期の指名・報酬委員会において議論を行い、その意見を踏まえて取締役会から一任された代表取締役執行役員社長により決定され
たものです。譲渡制限付株式報酬の個人別の内容については、取締役会の決議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役、非業務執行取締役および社外監査役に対し、取締役会資料を事前に配付し、必要がある場合、付議内容に応じて事前にその内容
を説明しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役・取締役会）

・取締役会は、社外取締役３名および非業務執行取締役を含む取締役６名ならびに社外監査役３名で構成しております。

・取締役会は、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、取締役会規則で定めた重要な業務執行について審議・決定し、報告を受
けております。また取締役の任期を１年としており、経営責任の明確化を図るとともに経営環境の変化に迅速に対応することを可能にしておりま
す。

・取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に大幅な権限委譲を行うことにより、当社グループの事業運営に関して迅速な意思決定お
よび機動的かつ効率的な職務執行を推進しております。

（経営会議・事業執行会議・内部統制委員会・リスク・コンプライアンス委員会）

・当社は執行役員制度を導入しており、経営の監督と執行を分離し、経営責任の明確化および迅速な意思決定を機動的かつ効率的に行っており
ます。

・取締役会の他に、執行役員社長が主催し、執行役員および幹部社員で構成され、常勤監査役も出席する経営会議を設置し、取締役会に付議す
る重要案件を含め当社グループの重要事項の審議が行われ、メンバーへの情報の共有を図っております。また、執行役員社長が主催し、すべて
の執行役員および幹部社員で構成され、常勤監査役も出席する事業執行会議を設置し、予算の進捗状況等について各事業部門が報告を行い、
審議を行っております。

・当社は、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況等の評価のために、執行役員社長を委員長とし、執行役員で構成され、常勤監査
役も出席する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用等を行っております。

・当社は、執行役員社長が任命する委員長の他、執行役員および幹部社員で構成され、常勤監査役も出席するリスク・コンプライアンス委員会を
設置しております。当社企業グループのリスク管理体制・コンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明および再発防止に
ついて審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の整備・改善の推進を行っております。

（監査役・監査役会）

・監査役会につきましては、常勤監査役１名および非常勤監査役２名の合計３名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、
定期的に開催するほか、必要に応じ随時開催し、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し、決定しております。監査役
会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当
性、会計監査人の選任等です。

・監査役の活動として、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への
出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および事業所のほか主要な営業拠点における業務および財産の状況の調査、会計監査人からの監査の
実施状況・結果の報告の確認等を行っております。

・さらに、監査部との月１回以上の頻度で定期的な会議を開催し、緊密に連携をはかりながら会社の状況を速やかに把握し、情報交換・意見交換
を行っており、内部監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人から監査計画ならびに期中および期末の監査結果報告を受け
るとともに、適宜意見交換を行い連携の強化に努めております。

（内部監査）

・当社は、内部監査部門として、執行役員社長が直轄する組織である監査部（５名）を設置しております。内部監査は、監査部が監査方針および内
部監査規程に基づき監査計画を策定し内部統制委員会の審査を経て実施しております。監査部は、この監査計画に基づき実施した内部監査の
結果を執行役員社長に報告し、その写しを常勤監査役および監査対象の組織等に送付しております。事業活動の改善向上と継続的な発展のた
め経営効率向上に向けて問題点に対する改善の提言と、改善状況のフォローアップを行っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に
係る内部統制の評価および報告を実施しています。

・監査部は監査役会および会計監査人との月例会等により定期的な情報共有に努め、連携しての監査活動を行っています。

（会計監査）

・会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、当事業年度における会計監査の体制は次のとおりであり
ます。

　<業務を執行した公認会計士の氏名>

　指定有限責任社員 業務執行社員 武藤太一および諸冨英之の両氏

（独立役員）

・独立役員として、社外取締役２名および社外監査役１名を選任しております。

（責任限定契約）

・当社と社外取締役呉文精、加藤精彦、海野忍の各氏および非業務執行取締役稲垣伸一氏ならびに社外監査役青山薫および木邨系紀の両氏
は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約による賠償の限度
額は、法令が規定する金額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会による執行状況の監督機能、取締役会を含めた執行全般に対する監査役および監査役会による監査機能、内部監査部門によ
る監査体制ならびに独立役員の選任によりコーポレート・ガバナンスが十分機能していると考えているため、上記体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2023年６月27日に開催した当社定時株主総会に関しては、2023年６月12日付で招集通知
を発送いたしました。また、発送日前の６月１日に当社ホームページへ掲載いたしました。

その他
当社ホームページにおいて招集通知、決議通知およびプレゼンテーション資料を掲載して
おります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年１回、本決算の発表後に計画しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
URL: https://www.avio.co.jp/company/ir/

決算短信、有価証券報告書、株主総会招集通知、適時開示資料等の掲載

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「Avioグループ企業行動憲章」および「Avioグループ行動規範」を制定し、当社ホームペー
ジに掲載しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 「環境CSRレポート」を作成し、当社ホームページに掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「Avioグループ行動規範」において規定しております。

その他 本報告書提出日現在、当社監査役３名のうち１名に女性役員を選任しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、以下の内容で「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。

当社は、本基本方針に基づいて内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、本基本方針についても、経
営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）取締役および執行役員は、当社および子会社（以下「Ａｖｉｏグループ」という。）における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による法
令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定したＡｖｉｏグループ企業行動憲章およびＡｖｉｏグループ行動規範を率先垂範する。

（２）経営企画本部は、Ａｖｉｏグループ企業行動憲章およびＡｖｉｏグループ行動規範の周知徹底のための活動を行い、監査部門は、Ａｖｉｏグループに
おける法令、定款および社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善提案を行う。

（３）取締役会は、Ａｖｉｏグループの社会的責任の遂行のために、執行役員社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの維
持・改善に努める。

（４）取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の遵守に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、
遅滞なく取締役会において報告する。

（５）Ａｖｉｏグループ行動規範の違反またはそのおそれのある事実に関する主な情報の提供先および相談窓口は、監査部門とする。

（６）監査部門は、Ａｖｉｏグループに内部通報制度「コンプライアンスホットライン」の周知徹底をはかり、Ａｖｉｏグループ行動規範に違反する事実また



はそのおそれのある事実の発見に努める。

（７）リスク・コンプライアンス委員会は、Ａｖｉｏグループのリスク管理体制・コンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明お
よび再発防止の審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の整備・改善を推進する。

（８）当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、全社を挙げて毅然とした態度で臨む。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（１）取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、文書規程に基づき適切に作成し、保存・管理する。

（２）情報セキュリティについては、ＩＴマネジメント基本規程に基づき、情報セキュリティ体制の維持・向上のための施策を継続的に実施する。

（３）株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書に
ついては、法令等に従い適正に作成し、適切に保存・管理する。

（４）企業秘密については、企業秘密管理規程に基づき適切に管理する。

（５）個人情報については、法令および個人情報保護規程に基づき厳重に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）Ａｖｉｏグループにおけるリスク管理については、経営企画本部を主管部門とし、リスク管理規程に基づき実施する。

（２）事業部門およびスタッフ部門においてリスクを洗い出し、抽出、分析、評価等のうえ、重要なリスクを選定する。その後、執行役員が出席するリ
スク・コンプライアンス委員会で分析、評価等のうえ、特に重要なリスクを選定し、取締役とのリスク認識の整合をはかる。

（３）事業部門およびスタッフ部門は、自部門の業務の適正かつ効率的な遂行のためのリスク管理を適切に実施する。また、期中において、新たに
重要なリスクが発生するなど、重要な変化が発生した場合、リスク・コンプライアンス委員会で審議したうえで、必要に応じて取締役会に報告する。

（４）経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、必要に応じて弁護士・公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関
係部門において分析し、対策を検討する。

（５）事業部門およびスタッフ部門は、Ａｖｉｏグループの事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを認知したとき
は、速やかに関係するスタッフ部門および執行役員にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、監査役に報告する。

（６）監査部門は、各部門のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況の監査を行う。

４．取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

（１）取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権限委譲を行うことにより、Ａｖｉｏグループの事業運営に関して迅速な意
思決定および機動的かつ効率的な職務執行体制を推進する。

（２）取締役会は、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

（３）取締役会は、Ａｖｉｏグループの中期経営計画および予算を決定し、その進捗状況の報告を受け、執行状況を監督する。

（４）執行役員は、取締役会で定めたＡｖｉｏグループの中期経営計画および予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況について、執
行役員、本部長、事業部長等で構成される事業執行会議で確認する。

（５）代表取締役等は、適宜、取締役会で業務執行取締役および執行役員の職務執行状況について報告する。

（６）執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、職務権限規程に基づき適正かつ効率的に行う。

（７）執行役員は、職務執行の効率化をはかるため、各種業務用情報システムの構築、運用および改善を行う。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社は、子会社に対して、関係会社管理規程に基づく当社主管部門による日常的な管理を行うとともに、子会社の遵法体制その他その業務
の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。

（２）当社は、Ａｖｉｏグループにおける経営の健全性および効率性の向上をはかるため、子会社に対し、必要に応じて取締役または監査役を派遣す
るとともに、当社内に主管部門を定めることとし、当該主管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議
を行う。

（３）子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当社において、経営会議での審議、決裁および取締役会への付議を行
う。

（４）主管部門は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および
支援する。

（５）監査部門は、業務の適正性に関する子会社の監査を行う。

（６）監査役は、Ａｖｉｏグループにおける業務の適正の確保のため、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、当該子会社の監査役と意見交換等
を行い、連携をはかる。

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

（１）Ａｖｉｏグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他関連法令等に基づき、評価、維持、改善等を行う。

（２）当社の各部門および子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性と信頼
性の確保に努める。

７．監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人が必要な場合、適切な使用人をその任にあて、当該使用人について業務執行からの独立性を確保する。

８．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況等に関する報告を行う。また、当社は、子会社の取締役、監査役
および使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況等に関する報告を行うよう指導する。

（２）監査部門は、監査役に対し、内部通報制度「コンプライアンスホットライン」の運用状況について定期的に報告し、取締役にＡｖｉｏグループ行動
規範に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、直ちに報告する。

（３）当社は、内部通報制度に基づく通報または監査役への職務の執行状況等に関する報告を行ったことを理由として、Ａｖｉｏグループの取締役お
よび使用人に対し不利な取扱いを行わない。

（４）重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

（２）監査役は、必要に応じ、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

（３）監査役は、定時および臨時に監査役会を開催し、監査実施状況等について情報の交換・協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計
監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

（４）監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、上記のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して
は、一切の関係を遮断し、全社を挙げて毅然とした態度で臨む旨、定めるとともに、Ａｖｉｏグループ行動規範においても市民社会の安全、秩序に脅
威を与える勢力や団体の行動を助長するような行為を行わず、断固たる行動により一切の関わりあいを遮断する旨を規定しております。

整備状況としては、警察などの外部機関や関連団体との信頼関係の構築および連携に努めるとともに、反社会的勢力排除に向けた規則を作成し
てAvioグループすべての役員および従業員への周知徹底をはかっております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

［適時開示体制の概要］

１．基本方針

当社における適時開示の方針は、「Avioグループ行動規範」において次のように規定しております。

「私達は、株主・投資家の皆様に対し、会社の経営方針・経営内容・事業活動状況等に関する正確な企業情報を関係法令に従って適時適切に開
示します。また、発信する企業情報は正確性を常に確保し、秘密保持の必要性を考慮して適切な時期、方法により開示を行い、当社の活動に対
する株主等の皆様の理解を促進するように努めます。」

また、株券等の売買および重要事実の管理、公表等に関する行動指針を「インサイダー取引防止規程」にて規定し、金融商品取引法その他の関
連法規および関連規則の遵守を徹底しております。

２．適時開示体制

当社は、適時開示体制を次のとおり定め、実施しております。

・重要な会社情報（以下情報という。）は、社内各部門（子会社を含む）から経営企画部門に集約しております。

・情報の開示にあたっては、法令および東京証券取引所が定める開示規則に基づいて情報を分析のうえ、関係する執行役員に開示の要否を報
告し、承認後、情報を開示しております。

・開示規則に該当しない場合であっても投資者の当社経営に対する理解を促進する情報については、開示するように努めております。

・情報開示を含む不正防止策として、リスク・コンプライアンス委員会において全社的な遵法体制を推進するとともに、内部通報制度「コンプライア
ンスホットライン」を設けております。




